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①
〜
⑤
の
手
当
、
医
療
費
に
つ
き
ま
し

て
は
、す
で
に
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

①
特
別
児
童
扶
養
手
当

対　

象　

一
定
の
障
が
い（
※
）が
あ
る

20
歳
未
満
の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
方

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
診
断
書
に

よ
り
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
方
（
お
お
む
ね
身
体
障
害
者

手
帳
１
級
〜
３
級
、
療
育
手
帳
Ⓐ
、

Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方
）
た
だ
し
、

同
居
の
家
族
に
一
定
以
上
の
所
得
が

あ
る
場
合
は
支
給
停
止

手
当
額

１
級　

月
額
５
１
，
１
０
０
円

２
級　

月
額
３
４
，
０
３
０
円

※
対
象
児
童
が
社
会
福
祉
施
設
に
入
所

し
て
い
る
場
合
は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

②
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

対　

象　

次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
方

Ⅰ
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
市
民
税
非
課

税
の
方
で
、身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・

２
級
、
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
い
ず
れ

か
を
お
持
ち
の
方

Ⅱ
20
歳
未
満
で
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と

す
る
方
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

ま
た
は
２
級
と
療
育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は

１障がい者福祉課☎２７－７３３１
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６５
荒川☎５４－２１１６

・
肢
体
不
自
由
で
、
国
民
年
金
法
１
級

程
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活

に
お
い
て
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要

な
方

・
内
部
障
が
い
お
よ
び
そ
の
他
疾
患

で
、
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が

い
が
あ
り
、
絶
対
安
静
の
方

・
精
神
障
が
い
（
知
的
障
が
い
含
む
）

で
、
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が

い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
方

※
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
に
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
期

間
支
給
停
止

手
当
額　

月
額
２
６
，
６
２
０
円

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・
社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
方

対　象　特定疾患医療給付受給者証、指定疾患医療
受給者証、指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾
病医療受給者証のいずれかをお持ちで難病の治療の
ため市外の病院等に通院している方、または慢性腎
不全のため人工透析を行っている方で、市外の病院
等に通院している方（吉田地区、荒川地区、大滝地
区在住の場合、秩父地区の病院等に通院している方
も対象）
※ 自動車等燃料費補助金を受給されている方、生活
サポート事業を利用されている方は対象外
補助額　電車またはバスを利用した場合は、運賃の
２分の１の額。自家用車を利用した場合は、通院に
かかる距離１㎞あたり４円。
請求期間　４月～７月分は８月中に、８月～11月分は
12月中に、12月～３月分は平成28年４月中に申請
申請方法　次の書類を持って窓口へお越しください。
①各種医療受給者証または特定疾病療養受療証
② 医療機関発行の領収書等、通院記録を証明できる
もの
③補助金振込先口座の名義・番号がわかるもの
④印鑑

Ａ
を
重
複
し
て
お
持
ち
の
方

（
他
の
手
当
を
受
け
て
い
て
も
対
象
）

手
当
額　

月
５
，
０
０
０
円

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・
Ⅱ
以
外
は
、
他
の
手
当
を
受
け
て
い

る
方

・
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
で
新
た
に
手
帳
を
取
得
し

た
方　

在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

の
う
ち
市
民
税
課
税
者
の
方
が

対
象
に
な
っ
て
い
た
給
付
金
制
度
に
つ

い
て
は
、
制
度
見
直
し
に
よ
り
４
月
１

日
を
持
っ
て
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

③
障
害
児
福
祉
手
当

対　

象　

障
が
い
が
あ
る
た
め
、
常
時

介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
方

※
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
に
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
期

間
支
給
停
止

手
当
額

月
額
１
４
，
４
８
０
円

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・
社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
方

・
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方

④
特
別
障
害
者
手
当

対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
方

・
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

２
つ
以
上
あ
る
方

・
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

１
つ
あ
り
、さ
ら
に
国
民
年
金
法
２
級

程
度
の
障
が
い
が
２
つ
以
上
あ
る
方

・
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
継
続
し
て
３

か
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方

⑤
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
を
お

持
ち
の
方

・
療
育
手
帳
Ⓐ
、Ａ
、Ｂ
を
お
持
ち
の
方

・
精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳
１
級
を

お
持
ち
の
方

・
65
歳
以
上
で
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
の
「
障
害
認
定
」
を

受
け
た
方

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・
65
歳
以
上
で
新
た
に
手
帳
取
得
さ
れ

た
方
（
更
新
に
よ
り
新
た
に
該
当
要

件
を
満
た
す
よ
う
に
な
っ
た
方
を
含

む
）

障がい者のための福祉手当・福祉医療費
難病患者通院交通費補助金のご案内

難病患者通院交通費補助金

福
祉
手
当
・

福
祉
医
療
費

障
が
い
者
の
た
め
の


